
公 表 日 令和８（２０２６）年３月５日（木曜日）  

所 在 地 柏崎市荒浜三丁目２８７番地１（住所地９番８号） 

用 途 居宅 

措置命令の内容 ・損壊している建物各所（北側柱、東側 2 階部の軒

部）を修繕するとともに、飛散防止措置を講じるこ

と。また、建物西側（土蔵造部）が腐朽しており倒

壊の危険があるものと考えられるため、倒壊防止策

を講じること。 

・敷地内に山積みになっている建築資材の撤去等景観

を改善する措置を講じ、近隣住民の生活環境の保全

を図ること。 

公 表 日 令和８（２０２６）年３月５日（木曜日）  

所 在 地 柏崎市大字善根１８０４番地１ 

用 途 居宅、土蔵、車庫、作業所 

措置命令の内容 ・損壊している建物各所を修繕するとともに、飛散防

止措置を講じること。 

・敷地内に山積みになっているゴミの撤去等景観を改

善する措置を講じること。 

・雪止めを設置する等落雪を防止する処置を講じるこ

と。 

 

 



 


